
現場説明書及び特記仕様書

八雲町　建設課

令和 7 年度 施行 （公共）

川向橋修繕工事



【１】適用

１）施工仕様

　この工事の技術的要件、施工方法、及び施工上の制約条件は、北海道建設部土木工事共通仕様書（以下、「共通仕様書」という）を適用する。

　また、共通仕様書を補完し、当該工事固有の技術的要求かつ施工条件明示に係る事項を、別添「特記仕様書」に定め、これを適用する。

　なお、工事完成にあたって受渡後２箇年までは、原則、品質における責任を負い、その後の実地調査や検査等に対し協力すること。

２）設計図書等

　この工事において、契約上の制約を有する設計図書、またこれを有しない参考資料は、北海道建設部が制定した土木工事積算基準（以下、「積

算基準」という）、土木工事工種体系化の手引き（以下、「体系化」という）、及び土木工事数量算出要領（以下、「算出要領」という）に基づ

き作成している。なお、これらに定める基準及び事項については、次のとおり扱っている。

ａ） 機械施工と人力施工等、施工方法の区分は図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き、機械施工としている。

ｂ） 各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、又は別添「特記仕様書」等で明示している場合を除き、標準工法・機種で

積算している。

ｃ） ａ)ｂ)については請負者の任意施工を拘束するものではない。但し、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて設計変更

する。

ｄ） （体系化で定めるところの）規格・摘要欄の明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更する。

ｅ） 変更設計図書等の作成及びこれに係る調査等は、請負者が行う場合がある。

３）竣工書類

　この工事の竣工書類は、共通仕様書及び算出要領等による他、八雲町建設課・建設管理課が策定した「土木工事竣工書類作成実施要領」を適用

する。また、これの提出に係る編纂仕分けは、本要領の『(必要提出)竣工書類総覧』頁でいうところの をもって基本とする。

４）参考とする図又は資料

　これは、発注者が想定した工法・材料等を記したものであり、これに示されている事項については請負者の任意施工を拘束するものではない。

　但し、現場条件(資材の納入時期)等により、これにより難い場合は必要に応じて設計変更する。なお、設計上過大な計画に対して変更するもの

でない。

５）その他

ａ） この他、数量算出に係る書面、設計計算に係る書面等、契約上の効力を有する設計図書、またこれを有しない参考資料等が存する場合

にあっては、その求めと必要に応じて、入札参加者及び請負者に提供されるものとする。

ｂ） 支障のない範囲で、その他の図書類を適用又は準用する場合がある。

ｃ） 契約後は工事施工までの間、工事範囲の路面等について適切な管理をすること。

現場説明書

「Ｓ」



【２】手続き（工事関係書類等）要件
　八雲町当該課における手続きについては、契約書をはじめとし、仕様書、八雲町策定の「建設工事競争入札心得」、公告通知書類等を

踏まえたうえで、以下を適用する。

１）落札後契約前

ａ） 落札金による積算内訳書(見積書)の提出は、

ｂ） 建設リサイクル法に係る協議書の提出は、

２）契約後完成前

ａ） 前払金の請求は、

ｂ） 契約保証は、

ｃ） 工事工程表、現場代理人及び主任技術者等指定通知書、同経歴書、労災保険成立の証の提出は速やかに行うものとし、支障のない限り

契約締結日として運用を図る。

ｄ） 下請負人選定通知書及び再下請負通知書の提出は速やかに提出をしなければならない。

ｅ） 建設業退職金共済機構又は中小企業退職金組合に係る掛金収納届（変更した場合も同じ）及びこれの実績書の提出は、規定の範囲で、

課せられる。

ｆ） 八雲町管理敷地の占用に係る協議及び許可の申請は、

ｇ） 建設リサイクル法に係る説明、届出、及び報告の書は、規定の範囲で、課せられる。

ｈ） 施工体制台帳及び施工体系図の提出は、

ｉ） 工事カルテの確認及びその受領写しの提出は、

ｊ） 施工計画書の提出及び承諾は、

ｋ） 材料等の承認願いの提出及び承諾は、

ｌ） 段階確認・立会等は、

ｍ） 工事標識(工事件名版)にあっては、

３）完成後受渡前

　工事完成通知書の提出にあっては、工事全容が簡潔に理解(把握等)できる完成写真、及びこれ（原則、同位置）の着工前写真の編纂(Ａ４版)を

付さなければならない。 （この工事は、１部提出をもって課せられる）

　なお、工事の性格上、主体工種が隠れたり又は喪失する等、全容の理解度を高める必要がある場合にあっては、部分完成及び状況等の写真編纂

を加えるものとする。

原則、課せられ、工種及び種別までの内容で、確認又は聴取を受ける。

規定の範囲で、課せられる。

規定の範囲で、できる。

規定の範囲で、課せられる。

なお、現場事務所等に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識掲示を行うこと。

施工に先立ち、課せられるものとする。

規定の範囲で、課せられる。

規定の範囲で、契約日から休庁日等を除く１０日以内に、課せられる。

施工に先立ち、課せられるものとする。

施工に先立ち、課せられるものとする。

原則、文章をもって行う。但し、緊急を要する場合等は口頭も可とし、追って文書に替える。

共通仕様書に準じ、さらに請負金額(変更した場合も同じ)を明示すること。



【４】問い合わせ
　見積用参考資料、設計図書、及び積算等に関わる質問事項がある場合は下記による。

原則、書面　（但し、支障のないものと判断するときは口頭で受ける場合がある）

原則、書面　（但し、支障のないものと判断するときは口頭で受ける場合がある）

一般通知書類による。

・質問の内容によっては回答できない場合がある。

・質問回答書は、原則、公示する。（但し、支障のないものと判断するときはこの限りでない）

問合せ先 八雲町建設課土木係

質問形態

回答形態

質問期限

そ の 他



（総則）
１） 　本書は、北海道建設部土木工事共通仕様書（以下、「共通仕様書」という）を補完し、当該工事固有における技術的な要件、及び施工上の制約条件

を定める。

２） 　本書に明示している事項は、設計図書さらには契約図書の一部であり、かつ共通仕様書より優先するが、これら又はその他参考資料と内容が一致し

ない場合は、必要に応じて、発注者と請負者は協議できる。

３） 　本書の明示内容に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、発注者と請負者による協議の上、必要に応じて、契約変更を行う。

　なお、明示していない内容又は不明確な事項についても、契約書の関連する条項に基づき、必要に応じて、発注者と請負者は協議できる。

（索引）

・建設リサイクル法に係る対象建設工事について

・資源有効利用促進法及び建設副産物実態調査に係る対象建設工事について

・排出ガス対策型建設機械の使用について

特記仕様書

・関係者協議

・段階確認

・週休二日工事について

八雲町　建設課



【前提事項】

　受注施工者(請負者)は、この工事を円滑に進捗させるために、設計図書等と現場の詳細な精査、厳正な施工管理、及び安全かつ環境対策を十分講ずること

はもちろんのこと、関係者及び地域等の民生安定と積極的な調整をはじめ、これの協力及び理解を得て、また関係法令等に準拠しつつ、監督員との密な連携

の下、全責任をもって、結果、トラブル等が生じることなく、完遂しなければならない。

　当該工事として、このことを踏まえた固有要件を、あらかじめ、以下に明示するので、留意すること。

関係者協議
　これについて、あらかじめ次に示すので、事前調整及び説明、並びに打合せ、確認等を図り、もって監督員に報告すること。なお、これ以外の協議に

ついても必要あるものは行うものとする。

八雲消防署（本部・落部） 道路使用許可確認 書面をもって確認を得ること

地域漁業者 通行規制に係る周知 追って、監督員の指示による

八雲警察署 道路使用許可 書面をもって確認を得ること

施工条件明示（特記仕様書）

関 係 者 （ 機 関 ） 関係内容・管理事項 摘 要 協 議 方 法

落部漁業協同組合 通行規制に係る協議 追って、監督員の指示による



　次に掲げる事項については、監督員による臨場の確認を要する。但し、臨場(願い)に係る設定は、発注者の勤務時間内であることに配慮すること。

〔留意事項〕

〔１〕 これの試験及び測定等に係る確認の頻度は、監督員の指示による。但し、臨場から机上に替える場合がある。

〔２〕 これの試験及び測定等に係る確認の方法及び規格(相当値)は、設計図書又は監督員が指示するその他の図書類による。

〔３〕 これは、あくまでも重点監督事項であって、(共通・特記)仕様書により請負者が行うべき施工管理と混同しないように留意すること。

〔４〕 さらに詳細に、又はこれ以外に、監督員より指示する場合がある。

伸縮装置取替え工 出来形 施工 設置完了時 斫り深さ確認

施工前 箇所確認

断面修復工 出来形 施工 施工完了時 補修状況

全般 その他 準備 着手時 現地確認及び状況説明

段　　階　　確　　認

工　  種　／　種　  別
対 象 区 分 確認時期 　摘要（試験及び測定項目・確認概要・留意事項・補足説明・その他）

細　目　／　規　格　等

現場塗装工 出来形 施工 施工完了時 素地調整・下塗り・中塗り・上塗り　塗膜厚確認



工程調整

現場監理

連絡体制
　やむを得ず、休日（休庁日含む）及び夜間に工事を行う場合、又は休暇する場合にあっては、あらかじめ、監督員に報告すること。

　また、常日頃から監督員との連絡を密にし、時間が問わない緊急時における体制と対応を整えておくこと。

取り合い
　当該工事と周辺との取り合いについては、十分留意(配慮)すること。特に、すりつけ等民地との取り合いは、さまざまなトラブルが予測されること

から、誠意と協調による対応に努めるものとする。

その他
　その他不明な事項等があれば監督員と協議すること。また、この他の特記仕様については別添のとおりである。

（１）工事敷地(道路敷地及び八雲町管理敷地)内利用をもって施工すること。

（１）関連工事との調整、気象、及びその他の環境状況等を見極めて、施工の着手及び進捗を図ること。

（２）無計画な自己都合による着手遅延又は現場放置は、厳に慎むこと。

（３）伸縮装置の納期が約90日となることから契約後速やかに現地調査を実施し発注すること



１） 　この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）に基づき、分別解体等

及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が

（なお、実施の義務付け化は、落札又は契約変更時で確定するものである。）

２） 　実施が義務付けた場合は、すみやかに、建設リサイクル法第13条の規定による書面交付を、本課管理所掌に行うこと。

（書面とは、別添の協議書及び別記の様式を標準とする。）

３） 　実施が義務付けた場合は、工事着手する日の７日前までに、建設リサイクル法第12条の規定による書面交付を、監督員に行うこと。

（書面とは、別添の説明書、届出書、及び分別解体等の計画等の様式を標準とする。）

４） 　実施が義務付けた場合にあって、再資源化等が完了したときは、すみやかに、建設リサイクル法第18条の規定による書面交付を、監督員に行うこと。

（書面とは、別添の再資源化等報告書の様式を標準とする。）

５） 　建設リサイクル法に係る特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた工作

物等の解体においては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に定められた方法により分別解体等を実施すること。

　分別解体等を実施する者（下請け含む）は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび、土工工事業に係る第３条第１項の許可を受けた者か、解体

工事業登録を受けた者が施工すること。

　また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定め

られた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければ

ならない。

６） 　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、発生木材）は、下表のとおり再資源化等を実施すること。

　また、工事状況、再資源化等施設の状況等、さらには請負者の都合又は裁量により、下表により難い場合は、その理由書並びに必要な資料を提出の

上、変更等について監督員と協議すること。なお、これの変更は、資料等を踏まえて、契約(設計)変更の対象とする場合がある。

当該工事による特定建設資材廃棄物の再資源化等の当初設定表

アスファルト殻

コンクリート殻

金属屑

※実施が義務付けた場合は、当初設定において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、原則、２）３）４）を適用する。

1.2  

ツバメ工業（株）　　〔二海郡八雲町立岩１８番地８〕　　※Ｃｏ，Ａｓ

ｔ 弘産工業（株）　　〔二海郡八雲町花浦２５９番地６〕　　※Ｃｏ，Ａｓ，木、　他

7.7  ｔ

-   

建設リサイクル法に係る対象建設工事について（特記仕様書）

義務付けられるものと考える工事である。

種 類 搬出数量 再資源化等施設名　　　〔所在地〕　　　※取り扱い種別

ｔ



【１】資源有効利用促進法

１） 　この工事は、「再生資源の利用の促進に関する法律」（平成3年法律第48号、以下「リサイクル法」という）に基づき、再生資源の利用（再生材の

搬入）及び再生資源の利用促進（再資源化施設への搬出）の実施が

２） 　実施の義務付け化は、次の要件の場合による。

ａ） （資材の現場搬入に係る計画において）

500m3以上の土砂

500t以上の砕石

200t以上の加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 のいずれか該当する場合

ｂ） （資材の現場搬出に係る計画において）

500m3以上の建設発生土

200t以上のｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽｺﾝ塊

、建設発生木材（の合計） のいずれか該当する場合

３） 　実施が義務付けた場合は、工事受注後、又は変更協議後、すみやかに、もしくは施工計画書（変更計画書も含む）の提出にあわせて、

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成して、監督員に提出すること。

４） 　実施が義務付けた場合にあって、状況の把握が完了したときは、すみやかに、又は工事完成後、もしくは竣工書類の提出にあわせて、

「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成して、監督員に提出すること。

【２】建設副産物実態調査

　この工事では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号、いわゆる「建設サイクル法」のこと）附則第4条、及び「建設

副産物適正処理推進要綱」（平成5年建設省）等を背景とする国土交通省所管の建設副産物実態調査（センサス）の対象に義務付けられるものとする。

【取扱留意事項】

ａ） 　原則、建設副産物情報交換システム（COBRIS等）による。これにより難い場合、国土交通省が提供するエクセル形式の様式を活用する。

ｂ） 　提出の媒体方法については、工事監督員の指示による。

ｃ） 　これまでの他又は詳細については、工事監督員の指示もしくはその他協議等による。

・

・

・

再生資源の利用促進計画について

・

・

資源有効利用促進法及び建設副産物実態調査に係る対象建設工事について（特記仕様書）

義務付けられた工事である。

再生資源の 利用計画 につ いて



１） 　当該工事において建設機械を使用する場合は、現場作業環境の改善、及び大気環境の保全を目的として、積算基準で認める排出ガス対策型建設機械

（以下、「排対機械」という）を使用することを原則とする。

２） 　排対機械を使用できない場合は、排出ガス浄化装置を装着した建設機械（以下、「排対機械等」という）を使用することで排対機械と同等とみなす。

３） 　但し、リース会社に在庫が無い、自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等の理由により排対機械等を使用できない場合は、理由書を監

督員に提出すること。

４） 　施工計画書には、排対機械等を使用するか、非排対機械を使用するかを使用機械一覧に明記すること。

５） 　施工現場において排対機械等の使用を確認（指定ラベル）できる写真撮影を行い、監督員に提出すること。

６） 　排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。

排出ガス対策型建設機械の使用について（特記仕様書）



※見積り策定単価は以下の通りとする。

材料費 見積徴取先
単-2号 誘導版（材料費） 大商産業株式会社

YHN・YHI用　330×50×22t　（斜角用） ℡011-614-8885
株式会社キョクシン製作所
℡011-769-9875
株式会社　H・C・M
℡011-374-1630

単-5号 排水管（材料費） 大商産業株式会社
単-6号 φ139.8×4.5×1700（SGP） ℡011-614-8885

支持金具TYPE-A・TYPE-B含む 株式会社キョクシン製作所
℡011-769-9875
株式会社　H・C・M
℡011-374-1630

単-29号 ローバル　1ｋｇ缶　 大商産業株式会社
標準塗布量：250ｇ/ｍ2×2層 ℡011-614-8885

株式会社キョクシン製作所
℡011-769-9875
株式会社　H・C・M
℡011-374-1630



１）本工事は、月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

２）受注者が月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して月単位の週休２日に取り組む旨の協議を行い、協議が整った場合に月

単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による工事の施工に努めること。

３）月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。

対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている

内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まない。

工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉

所による週休２日の対象外とする期間を決定するものとする。

４）現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外

の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

５）月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月度に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態を

いう。

６）週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨

に沿った休日の取得に努めるものとする。

７）週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。
１.受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２.受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

８）週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について



９） 【土木工事の場合】
現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じる。市場単価方式についても、現場の閉

所状況に応じて補正係数を乗じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている工種のみ補正対象

とする。なお、その他労務費分が明らかになっていない単価等については、補正の対象としない。

１）現場の閉所状況

上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。

２）補正方法

当初予定価格から月単位における４週８休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の４週

８休に満たないものは、通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に満たないものについては、補正係数を乗じない。

【補正係数】

４週８休以上（月単位）

・労務費　　　　　　1.04

・機械経費　　　　　1.02

・共通仮設費率　　　1.03

・現場管理費率　　　1.05

４週８休以上（通期）

・労務費　　　　　　1.02

・機械経費　　　　　1.02

・共通仮設費率　　　1.02

・現場管理費率　　　1.03

URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

１０）「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

アンケートフォームURL： https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

１１）週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

市場単価方式の週休２日補正は、下記ホームページによる。



橋梁修繕工 特記仕様書 

 

１.伸縮継手工 

1）契約後速やかに現地計測を行ったうえ、製作・施工を行うこと。 

 

２.ひび割れ補修工 

1）施工前に設計で想定している損傷箇所及び、他にひび割れ部が無いか調査を行い、補

修箇所及び範囲について監督員と協議しなくてはならない。 

2）下地処理及び清掃により不純物を除去した後に施工を行うものとする。 

3）補修材及び施工方法は設計図書及び監督員の指示によるものとし、気温等の施工条件

に留意し施工を行うものとする。 

 

３.断面修復工 

1）施工前に設計で想定している損傷箇所及び、他に損傷部が無いか調査を行い、補修箇

所及び範囲について監督員と協議しなくてはならない。 

2）補修材及び施工方法は設計図書及び監督員指示によるものとし、気温等の施工条件に

留意して施工を行うものとする。 

 

４.全体事項 

各法令および共通仕様書、設計図書の注意事項を確認し施工すること。 

 

 

 


